
グループホームみよた
（別紙の２）

自己評価および外部評価結果 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知症
の人の理解や支援の方法を、地域の人々に向け
て活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、
評価への取り組み状況等について報告や話し合
いを行い、そこでの意見をサービス向上に活かし
ている

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

理念の共有は、見易い場所の掲示、会議で
の共有で実際のケアに活かしている。地域
に開かれた事業所として、だれでも気軽に
立ち寄れる雰囲気作りと地域の困りごとに
対しては出来る範囲で対応している。

法人として「み」「よ」「た」の頭文字を冠した三つの理念があ
り、ホームページに掲載されている。それらを基にした「住み
慣れた 地域で、その人らしく、そして安心して暮らせるため
に」をホームの理念として掲げ、法人理念・スローガンは来
訪者にも分かるように玄関に掲示されている。また、事務所
にも掲げ、職員間の共有と実践に繋げている。更に、職員会
議やケース検討会議などでも理念について触れる機会を設
け振り返りをしている。利用者や家族には利用契約時に理
念に沿った支援について説明をしている。新規職員の入職
時にはオリエンテーションや1年間エルダー職員がついての
OJTで周知するようにしている。法人内での異動でホームの
業務に就く職員もおり、法人理念やホーム理念を基に地域
密着型サービスとしてのあり方について説明し理解を促すよ
うにしている。

夜間以外の施錠は基本的に行わず、利用者家
族、近隣住民が関わり易い環境を整えている。本
人自身の地域との繋がりが切れる事がないよう
に、元々住んでいた地域へのサロンの参加、家
族、友人等は自由に面会が出来る状態である。

法人として区費を納め、区の総会などの活動に可能な限り
参加している。新型コロナ5類移行後も地区の様々な行事が
縮小傾向となっているが、今年度は地域の人々の協力を得
てホームとして「夏祭り」を再開し、130名ほどの人々が集ま
り地域の活性化に繋げている。時折、近隣住民が果物や野
菜のおすそ分けに来てお茶を飲んだり、 自宅のある地区の
高齢者サロンに出掛け以前のお仲間と旧交を温める利用者
もおり、地域との関わりが自然な形で継続されている。また、
職場体験の中学生や福祉の資格を目指す大学生の実習を
受け入れており、利用者との交流の機会となっている。更
に、傾聴ボランティアの来訪が月に数回あり、時にはおやつ
作りなどで親しくふれ合っている。

事業所に直接相談のある場合は迅速に対応して
いる。直接対応できない場合でも、然るべき機関
に繋げている。包括と協力して地域住民の認知症
の方との交流会や勉強会を行い地域住民の認知
症理解の為協働している。

現在提供しているサービスの現況を会議に
て文書とともに説明している。運営推進会議
の中で、地域交流の場の提供が協働ででき
る様に行事を実施して、今年度夏祭りを実
施する事ができた。

新型コロナ5類移行、対面で、2ヶ月に1回、基本的に偶数月
に開催している。利用者家族、 区長、副区長、区会計、公民
館長、地区社協会長、民生児童委員、消防団長、近隣住
民、町担当部署職員、地域包括支援センター職員などが出
席している。ホームの利用状況や活動報告、ヒ ヤリハット・
事故報告、苦情要望、地域との連携、今後の予定などを報
告し、意見や要望などをホームの運営に活かしている。今年
度再開した「夏祭り」に際しても委員の方々の協力や助言を
いただき無事開催することができたという。
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グループホームみよた

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

5 （4） ○市町村との連携
市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所
の実情やケアサービスの取り組みを積極的に伝
えながら、協力関係を築くように取り組んでいる

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者および全ての職員が「介護保険法指定基
準における禁止の対象となる具体的な行為」を正
しく理解しており、玄関の施錠を含めて身体拘束
をしないケアに取り組んでいる

7 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支
援している

9 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又は改定等の際は、利用者や
家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を行
い理解・納得を図っている

地域包括支援センターと連携しての交流会への
協力や地域ネットワーク会議での参加は定期的に
行っている。施設の空き状況、事故発生時には状
況説明等の報告を迅速に行っている。行政からの
緊急案件等がある場合は状況の確認を行ってい
る。

地域包括支援センター主催のオレンジスマイル（認知症交
流会）については初期のころ隣の社会福祉協議会本部で行
われていたことから関わりをもっていた。町の担当部署とは
待機者や事故報告に関することなどで随時相談している。ま
た、町主催の地域ネットワーク会議に参加して意見交換を
行ったり、同じく町主催の研修に参加し、内容を職員へ
フィードバックしている。ホームの入居判定委員会には町の
地域包括支援センター職員にも加わっていただいている。
介護認定更新の際には町の調査員がホームに来訪して、
ホーム職員が必要な情報を提供するようにしており、その
際、可能な限り家族にも立ち会っていただくように働きかけ
ている。家族に代わり介護認定更新申請や区分変更をホー
ム職員が行うこともある。

夜間の安全面も考慮し、21時以降は施錠を
行っている。館内も基本的には開錠してお
り、自由に移動する事が出来る。職員間で
は三大(身体、薬、言葉)拘束を理解し、ケア
を実践している。

法人としての身体拘束防止委員会が年4回開催されており、
ホーム職員が参加し、その結果を職員に伝え、拘束につい
ての意識の高揚を図っている。また、ホームの職員会議で
事例検討や研修を年2回行っており、ケース検討会議内でも
身体拘束に当たる行為や解除に向けての話し合いを行って
いる。現在、殆どの利用者がシート型離床センサーをベッド
のマットレスの上に敷いて使用することで利用者の体動（寝
返り、呼吸、心拍、睡眠状態)をデータとして無線LAN等で一
元管理し、利用者の安全確保やQOL（生活の質）向上に活
かしている。加えて、職員の、夜間の心身の負担の大幅な
軽減にも結びつけ、介護人材の確保、働き方改革にも繋げ
ている。また、 居室内の事故を検証するためにカメラを使用
しているが、入居の際に本人や家族に説明しており、実際使
用する段階で再度同意を得ている。また、外出を訴える利用
者には本人の気持ちに寄り添うように努め、ベランダに出て
気分転換をするなどの対応をしている。

法人全体会議でも年に4回、身体拘束委員
会を実施し、厚労省からの通知や事例等を
交えながら、学びを行い、事業所の会議等
で全体に周知している。

現在成年後見制度を利用している方はいない。
キーパーソンが要介護者の入居者もおり、家族の
状況等も理解し、自己決定が出来るように密に連
携をとる様にしている。職員個人でも制度の理解
の為、研修会参加を行ったり、福祉係とも連携を
取る様にしている。

書面及び口頭で行い理解、納得してもらってい
る。特に理解し納得をいただきたい部分に関して
は別紙を用いて説明し署名捺印をもらっている。
制度改正等の金銭に関わる部分は、事前報告と
書面を準備し説明を行っている。
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グループホームみよた

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員な
らびに外部者へ表せる機会を設け、それらを運営
に反映させている

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映
代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている

12 ○就業環境の整備
代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環
境・条件の整備に努めている

13 ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機会
の確保や、働きながらトレーニングしていくことを
進めている

14 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

利用者の発言は記録し、家族等の要望について
可能な範囲で対応している。重要事項説明書にも
記載してあるが第三者委員会も設けており、直接
連絡する事も可能な状況となっている。苦情等に
ついては管理者が中心となり、迅速に解決するよ
うに動いている。

自分の意見や要望を表出できる利用者は少なく、職員は日
常の関わりの中での会話や表情、仕草などから汲み取り応
えるように努めている。現在、面会についてはできるだけ事
前に連絡をいただくようにしており、時間、人数には制限な
く、居室にて可能としている。ほぼ毎日来訪する家族もおり、
遠方に住む家族も2ヶ月に1回ほどはホームを訪れており、
家族からは面会の機会や受診対応の際に意見・要望等を
聴くようにしている。また、毎月、写真が掲載されたホームの
新聞「よりそい、向き合う」を発行して、裏面には職員が交
替でその月の利用者の様子を記載し、家族に暮らしぶりが
分かるようにしている。

業務内ではなるべく勤務者同士会話を持つ様に
し、改善事項は全体共有ノート等で周知している。
事業所会議でも提案できる機会を持ち、事業所内
だけの意見でなく法人全体に向けての意見は管
理者会議、主任会議等で議題として提案して、全
体からの意見をもらう機会も設けている。年に1
回、職員面談を行い、個人でも意見を発する機会
がある。

毎月の職員会議及びケース会議にて業務に関することや
行事に関すること、利用者カンファレンスなどで意見交換し
ている。職員の意見は必要に応じて法人の管理者会議や主
任会議に上げられ、検討が加えられてい る。法人として人
事考課制度があり、職員は年度毎に自己 評価を実施し、そ
れを基に事務局長との面談を行ったり、 また、随時、管理者
との面談を行っている。法人として年１回、職員のメンタルヘ
ルスケアの一環であるストレス チェックも実施されている。

年1回の昇給を行っている。ICT導入による
現場負担の軽減も随時行っている。年次休
暇は今年度10日取得を目指し、ほぼ全職員
が達成予定である。

勤務年数に応じてキャリアアップ出来るように研
修参加を促している。ケアの実践については通常
の勤務の中で経験年数に応じての指示を出した
り、実践の中で学べる様に、なるべく会話の機会
を持つようにしている。

広域の研修会に参加したり、地域ネットワー
ク会議など他業種が集う場に参加して情報
交換をしている。見学等の依頼があれば随
時受付て対応している。

事前に管理者、計画作成担当者と面会を行
い、要望を聞く機会を設けている。グループ
ホームに入居してからの要望やどんな生活
を送りたいかを確認している。

入居が決まってからも、家族とは密に連絡
をとりながら、要望を聞き、安心して生活で
きる様にしている。いつでも家族が会える様
な環境も整えているとお伝えしている。
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グループホームみよた

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

17 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

19 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

21 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せ
ずに利用者同士が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

本人、家族の困りごとだけでなく、入居前の
担当ケアマネジャーやサービス提供事業者
に対しても、情報提供をしてもらい、必要な
支援の見極めを行っている。

利用者の出来る事に目を向け、生活する中
で出来る事を探し、役割をもっていただける
様に支援している。協力して生活する中で
関係構築に努めている。

可能な家族には病院受診や、散髪等の必要な支
援の他、自由に外出してもらえる様な体制作りを
行っている。来訪が難しいご家族にも、定期的に
電話等で連絡してもらう等関係を維持できる様な
支援をしている。携帯電話も数人の方が所時して
いる。(本人管理)

地元のサロン活動に参加したり、家族、親
戚、友人等の面会は自由に行える様に配慮
している。

友人や知人の面会についても家族同様で、連絡を頂き、自
由に行われている。家族との外出についても制限なく行うこ
とができるようになっている。利用者の自宅のある地区の高
齢者サロン に当ホームの運営主体である社会福祉協議会
本部の職員が関わっていることから、その職員とともに参加
し、歓談してくる利用者がいる。また、馴染みの美容院に家
族と出 掛ける方もおり、在宅時からの関係を継続できるよう
にして いる。殆どの利用者は訪問の理美容を利用してお
り、その美容師と馴染みの関係となっている。

自由に活動する時間を設けている。入居者
同士の相性も考えながら、席の配置を考え
たり、全体でのレクレリエーションに参加す
る場合は職員が間に入りながら対応する事
もある。

亡くなった後はグリーフケアに努めている。
在宅や施設、病院については相談員と連携
をとりながら、必要な情報提供を行い、アフ
ターケアに努めている。

その方の生活歴を把握し、本人の希望に沿
うようにしている。又趣味や生活歴から何が
好きか、どんな事がしたいか想像しながら、
試行錯誤を繰り返し本人の意向に沿ったケ
アを提供出来るようにしている。

自分の思いや意向を表出できる利用者は少なく、生活歴や
家族からの情報を基に日々の関わりの中での表情や仕草
から読み取るようにし、また、つぶやきなどからも把握するよ
うにしている。入居当初から較べ高齢化と重度化が進んで
いることから年々難しくなっているが、利用者の力量に応じ
て、これまで在宅時に行っていた家事や新聞の書き写しなど
の役割・趣味などをホームでも継続できるように働き掛けて
いる。日々の暮らしの中で把握した利用者の思いや意向に
ついてはケース記録に記載したり、勤務者の引継ぎの際に
申し送りをして、支援に役立てている。
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グループホームみよた

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

24 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に
努めている

25 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

26 （10） ○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合い、
それぞれの意見やアイディアを反映し、現状に即
した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

本人、家族への聞き取り、担当ケアマネ
ジャー等の情報提供により、暮らし方の把
握に努めている。

本人や同居のご家族、お知り合い等から情
報提供をいただき、普段の生活の把握に努
めている。情報提供だけでなく、入居後の暮
らしの中で何が出来て、出来ないかを判断
していく。

本人、家族とは必要に応じて話し合いを行
い、現状に即した介護計画を作成している。
事業所会議では定期的に介護計画の確認
を行い、必要であれば変更をかけている。

利用者の心身の状態に合わせて、入居当初は3ヶ月の暫定
として様子を見て、介護計画の短期目標を3ヶ月から6ヶ月、
長期目標を6ヶ月から1年に設定し支援している。毎月の
ケース検討会議にて職員全員でモニタリングも実施し、計画
作成担当者が作成している。計画の見直し時には利用者や
家族のニー ズを基にアセスメントし、利用者の強みや「その
人らしさ」にも焦点を当てて計画している。また、利用者に心
身の変化が見られた場合には随時アセスメントし、見直しを
掛けて いる。

1日の時系列で個別に記録の作成を行って
いる。客観的な事実を記載する様にしてい
る。入居者の発言についてはなるべく記録
する様にしている。記録の内容を振り返り、
行動や発言を元に計画の見直しを行ってい
る。

その時に必要な支援(受診、買い物等)について
は、家族が出来ない場合は臨機応変に対応して
いる。以前在宅で看取り希望のある方がいた時
は、本人、家族にとっても慣れ親しんだ事もあり、
訪問介護員として自費サービスで身体介護にいっ
た事もあった。

家族、近隣の方、ボランティアグループ等の
もともとある繋がりについては、自宅と同じ
ように訪問してもらったり、逆に連れ出しで
外出等もしている。
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グループホームみよた

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

30 （11） ○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納得
が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築きな
がら、適切な医療を受けられるように支援している

31 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や気
づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝え
て相談し、個々の利用者が適切な受診や看護を
受けられるように支援している

32 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるように、
又、できるだけ早期に退院できるように、病院関係
者との情報交換や相談に努めている。あるいは、
そうした場合に備えて病院関係者との関係づくり
を行っている。

33 （12） ○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、早い
段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業所
でできることを十分に説明しながら方針を共有し、
地域の関係者と共にチームで支援に取り組んで
いる

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い、実践力を身に付けている

基本的には入居前からの主治医のまま受診対応
している。基本的に家族対応の受診を行っても
らっているが、困難な場合は往診可能な医療機関
を紹介して選択してもらっている。緊急時は医療
職の指示の元適切な医療機関に受診する事もあ
る。

入居時には在宅で利用していたかかりつけ医の継続や
ホームの協力医を選択できることを説明している。現在、
ホームの協力医による訪問診療を利用している方が半数弱
ほどおり2週 に1回の診療で対応している。他の利用者は家
族が同行し定期的に受診している。家族との関わりを継続
する観点から、基本的にかかりつけ医や内科以外の専門科
への受診は家族対応となっており、都合のつかない時は職
員が対応している。その際、日々のバイタルサインの記録や
食事量、看護師からの申し送り事項などの情報を提供し、受
診結果は家族と職員間で共有している。また、ホームには非
常勤の看護師が2名おり、医療的なことや健康観察、医療機
関との連携などを行い、日勤帯で は必要に応じて法人の看
護師の協力を得ることもできる。 更に、夜間帯を主として訪
問看護ステーションとの連携を24時間のオンコールで取れ
るようにしている。歯科については必要時に往診を受けるこ
とができるようになっている。法人には言語聴覚士がおり、
摂食、嚥下などについて相談することができる。

バイタル測定や皮膚トラブル、排泄の管理等を
日々の情報共有シートや生活記録に記載し、看護
師に情報共有し、必要な処置を行っている。指示
があれば受診、往診の対応も行う。又隣接する同
法人の看護師と緊急時の連携をとる体制を整え
ている。他法人の訪問看護と委託契約を結んでお
り、緊急時の対応、相談を行っている。

入院時には本人の支援方法に関する情報
を医療機関に提出している。入院中は職員
が定期的に顔を出し、病院の相談員と相談
しながら退院に向けての調整を行う。退院
時は可能な限り同席し、本人、家族への配
慮もおこなっている。

入居の段階で看取りの指針についてはご家
族に説明を行っている。看取り期について
は体調変化も顕著になる為、家族とは密に
連絡を取りながら対応し、必要であれば介
護計画の変更もしながら、本人、家族を支え
ている。

ホームとしての「看取りに関する指針」があり、入居時と身体
機能低下により重度化した場合に家族へ説明し同意を得て
いる。また、医療的ケアを希望される場合には住み替えを含
めて検討している。この1年で3名の利用者を看取 り、家族・
医師・看護師・ホーム職員で情報の共有や連携を図りなが
ら、職員間では申し送りや職員会議などでその時点での状
態把握やその後想定される経過などを話し合って、最期を
見送ることができたという。また、亡くなられ た利用者の家
族には、ホームでの思い出話をしたりして自然な形でグリー
フケアにも努めている。

法人研修では緊急時の対応を学んでいる。
事故発生時の対応はマニュアルを元に対応
している。万が一介護職で判断がつかない
場合は、訪問看護にオンコールで繋がる様
になっている為、相談をかけている。
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グループホームみよた

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

35 （13） ○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
36 （14） ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損ねない言葉かけや対応をしている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、自
己決定できるように働きかけている

38 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように
支援している

40 （15） ○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好
みや力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準
備や食事、片付けをしている

年2回避難訓練を日中、夜間の想定で行っ
ている。現在、避難訓練は事業所単独でお
こなっている。地域住民への参加を促し、実
施していく予定だったが、今年度はまだ出来
ていない。

年2回、3月と10月に、昼・夜と火災想定の避難誘導、消火訓
練を実施している。10月には消防署員の立ち会いもあり、ア
ドバイスを頂いてい る。例年であれば運営推進会議の委員
や地元消防団も参 加して実施していたが、各種感染症の拡
大が予断を許さないことからホームのみで行っており、今
後、元へ戻していこうとしている。職員間の非常災害時の連
絡網が整備されており、また、関係機関の協力も得られる体
制となってい る。更に、隣接する法人本部は福祉避難所と
して登録され ているため、食料や水、介護用品の備蓄が用
意されており、ホーム内にも食料品や飲料水、カセットコン
ロ、ストーブ などを用意し、万が一に備えている。

長く生きてこられた事を常に頭に置き、本人
の人格を尊重し、誇りやプライバシーを損ね
ない言葉がけや対応を心掛けている。

法人の身体拘束防止委員会で実施する高齢者虐待防止や
権利擁護の研修を受講して伝達研修をしたり、職員会 議で
不適切ケアについて随時ふれることによって職員の人権意
識を高めている。また、年長者への敬意を忘れずに 声掛け
をしたり接するようにしている。利用者の中にはその日、そ
の時、異性による排泄介助や入浴介助を好まない方がいる
ことから、極力同性で対応しプライバシーやそ の方の尊厳
に配慮するようにしている。

その方の生きてきた生活を、職員間で共有
し、日々の希望を気軽に言える様な関係作
りをしている。言葉だけでなく、表情や仕草
などから、自己決定出来るような働きかけを
行っている。

なるべく本人のペースに合わせて支援でき
る様に心掛けている。日常生活の中で本人
に何がしたいか聞く時間を持ち、その人らし
い生活ができる様に支援している。

自室には自分の馴染みの衣類があり、自分
で衣類を選んだり、本人と一緒に選ぶ時間
を設けている。

献立は入居者の希望を取り入れている。季
節や行事にちなんだメニューを取り入れた
食事の提供を行っている。

現在、三分の二の利用者が自力摂取でき、他の方は一部介
助と全介助となっている。常食の方は三分のにほどで、キザ
ミとミキサーの方がそれぞれ若干名ずつとなっており、一人
ひとりに合わせて提供している。献立は利用者に好みや希
望を聞きながら 職員が作成しており、平日は調理専門の職
員が昼食と夕食の副食を用意し、朝食と火曜日・土曜日の
三食は職員 が賄っており、法人の管理栄養士にもカロリー
面での相談をすることができる。利用者は力量に応じて調
理、食器洗い、食器拭きなど行っている。また、パンやお寿
司をテイクアウトしたり、誕生日にケー キでお祝いし、楽しん
でいる。更に、近所の方からの野菜の差し入れがあり、季節
の味を楽しんでいる。
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グループホームみよた

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

41 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に
応じた支援をしている

42 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

43 （16） ○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立にむけた支援を行っている

44 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

45 （17） ○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々にそった支援をしている

46 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

47 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

主食、副食はバランスよく野菜、肉、魚等提
供出来る様に心掛けている。水分量、食事
量は記録し確認している。人員体制が整え
ば、管理栄養士が栄養バランスを考えた助
言等も受ける事が出来る。

朝、昼、夕の食事後に本人に声掛けをし実
施している。なるべく自分で行ってもらえる
様に支援しているが、出来ない方は介助で
対応している。

自分で行える方は、本人にお任せし対応し
ているが、失禁等ある為、本人の自尊心を
傷つけないように考慮している。尿意、便意
のない方は食前、食後等に声かけを誘導し
てトイレでの排泄を促す様にしている。

現在、自立の方と一部介助の方がそれぞれ数名ずつで、全
介助の方が若干名となっている。布パンツとパット併用の方
が若干名、リハビリパンツとパット併用の方が三分の二強と
なっている。排泄に関してはタブレット端末に入力し、また、
排便については紙ベースで記録していることから時系列で
見ることができ、一人ひとりの排泄パターンを把握し、本人
の生活リズムに配慮したケアを心掛けている。また、排泄ケ
ア用品に関してはホー ムで購入し、在庫管理も行っており、
用品の選択に当たっては職員が利用者の状況に合ったもの
を家族に提案し了解を得ている。

水分、バランスの良い食事をとる様に心掛
けている。生活の中で必要な歩行と集団体
操、歩行訓練等も出来る限り行っている。排
泄のサイクルを管理して、定期的に出ない
人に対しては、薬での調整も行っている。

曜日、回数は決まっていないが、時間帯は
午前中が主となっている。入浴を拒否する
方については無理強いせずに本人のタイミ
ングに任せている。

曜日を固定せず、利用者の状態や気分に合わせて週2回か
ら3回、主に午前中に入浴をしている。現在、全利用者が見
守りで、洗身、洗髪、移動介助など、介助が必要な状 況と
なっている。リフトを使用し入浴する利用者も半数弱ほどお
り、リフトへの移乗時は職員二人で介助している。利用者の
中には入浴を拒否される方がいるが、声掛けを工夫したり、
時間をおいて誘うなど、入浴していただけるように努めてい
る。また、入浴時に季節を感じてもらえる ように菖蒲湯やゆ
ず湯なども行っている。

本人への意思確認を行いながら、その時々
で休息をとっていただいている。夜間が安眠
できる様日中活動を活発にできる様に努め
ている。

各利用者の内服している薬については職員
間で共有を行っている。症状の変化があっ
た場合は、担当主治医に指示を仰ぎ対応し
ている。
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グループホームみよた

実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

48 ○役割、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

49 （18） ○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

50 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を所
持したり使えるように支援している

51 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

52 （19） ○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

洗濯物畳、食事作りの手伝い等、出来る事
については役割をもってやってもらえる様に
支援している。過去の生活歴に合った、本
人の得意分野で力が発揮できるように努め
ている。

外出は基本的に自由。家族と外食、通院、
買い物等出掛けてもらっている。もともと住
んでいた地区のサロンへも、地域の協力で
出掛けている。定期的に入居者の中で希望
者を募り、ドライブにも出掛けている。

日常的にはテラスで外気浴をしながらお茶を飲んだり、おに
ぎりを食べたりしている。外出時には独歩の方が若干名で
歩行補助具を使用する方と車イスを必要とする方がそれぞ
れ数名となっており、少人数で桜やアジサイ、コスモス、紅葉
などを見にドライブを兼ねて出掛けている。自宅のある地区
の高齢者サロンに出掛ける方や家族とともに外食に出掛け
たりする利用 者もいる。家族の介護力によっては、一時帰
宅をする利用者もいる。

金銭管理を行う事が難しい方が多い為、お
預かり金という形で施設金庫に保管し、必
要時に使用するという形で施設で管理して
いる。使用する場合は本人、家族に許可を
とりながら、使用する。本人希望時も家族に
確認する。

自身で携帯を所持している方もおり。連絡
は自由にとっていただいている。本人からの
希望があれば連絡できる状態になってい
る。定期的に手紙で家族と連絡を取ってい
る方もいる。

一年を通じて季節感を感じてもらえる様に、
季節感のある飾り付けをしたり、季節の花を
飾ったりして対応している。温度、湿度を確
認しながら、適切な温度管理ができる様に
配慮している。

利用者の集うホールは窓からの日当たりが良 く、利用者と
一緒に作成した季節の飾り付けが飾られている。横のス
ペースには炬燵があり、寛げるようになっている。暖房は床
暖房とパネルヒーター、ファンヒーターなどで温度調節されて
おり、寒さを感じることはない。テラスは 洗濯物を干すだけ
でなく外気浴や気分転換の場所としても 利用されている。浴
室は半埋め込み式の2方向から介助で きる浴槽となってお
り、浴室用車イス吊り下げ式のリフトも備え付けられている
ため、立位が困難な方でも入浴することができる。冬季は予
備暖房とファンヒーターを用いてヒー トショックを防止してい
る。また、トイレは3ヶ所あり、うち2ヶ所 は車いすの方でも利
用できる広さがある。そうした中、利用者がボール投げ、トラ
ンプ、花札、間違い探し、歌などのレクリエーションを職員と
共に楽しんでいる。利用者の力量に応じて、選択物干し、洗
濯物畳み、掃除、ごみ捨てなどもしていただいている。

基本的に一人一人の席はきまっているが、
状況によって変更も行う。コタツスペースも
あり、横になったり、お茶を飲んだりできる様
にしている。
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実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価

実践状況

自
己

外
部

項　　目
自己評価

54 （20） ○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談
しながら、使い慣れたものや好みのものを活かし
て、本人が居心地よく過ごせるような工夫をしてい
る

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

建物内については基本的にバリアフリーで
段差のない構造になっている。又、トイレ、
居室に繋がる動線には手すりが設置され、
自分の力で移動し易い環境になっている。

ベッド以外は本人が自由に持ち込める様に
なっている為、馴染みの家具、テレビを持ち
込み、自分なりのお部屋作りをしている。身
体状況によって家具移動が必要な場合は相
談して対応する。

広さに違いはあるが、全室和室で、押し入れと障子や縁側
などもあり、日本家屋の趣のある造りとなっている。また、エ
アコンとパネルヒーターで空調管理がされている。基本的に
は馴染みの物や自宅で使用していたものなど、持ち込みは
自由となっており、入居の際に伝えている。家族によりひな
人形やつるし雛など、季節を感じる装飾が施された居室も見
られた。また、畳の上に絨毯を敷きベッドを使用する方も多
く、利用者が思い思いに生活していることを窺 うことができ
た。
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